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自然保護課

決定した公園事業の名称及び種類並びに位置

名称及び種類 位　　　　置

池山線道路（歩道）
［路線］
 池山線（駒ヶ根市）

空木岳駒石コース線道路（歩道）
［路線］
 空木岳駒石コース線（駒ヶ根市）

公告

　長野平土地改良区の役員について、次のように退任の届出がありました。

　　令和５年３月６日

 長野県長野地域振興局長　中　坪　成　海

理　事

　退　任

　　　氏　　　名　　　　　住　　　　所

　　中　澤　正　直　　長野市西和田２丁目11番28号

公告

　県営八ヶ郷地区土地改良事業の工事は、次のとおり完了しました。

　　令和５年３月６日

 長野県知事　阿　部　守　一

１　土地改良事業の名称

　　県営かんがい排水事業

２　工事の着手年月日

　　平成28年10月18日

３　工事の完了年月日

　　令和４年12月20日

農地整備課

公告

　県営夜間瀬剣沢地区土地改良事業の工事は、次のとおり完了しました。

　　令和５年３月６日

 長野県知事　阿　部　守　一

１　土地改良事業の名称

　　県営かんがい排水事業

２　工事の着手年月日

　　平成29年８月７日

３　工事の完了年月日

　　令和５年２月16日

農地整備課
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農地整備課

公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しました。

　　令和５年３月６日

 長野県松本建設事務所長　藤　本　　　済

１(1) 許可番号

　　　令和５年２月15日　長野県松本建設事務所指令４松建第438－３号

　(2) 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　　塩尻市大字広丘高出字桔梗原1486－195、1486－965、1486－969、1486－970、字桔梗ヶ原1486－966

　(3) 開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　　塩尻市大門七番町３－３

　　　　塩尻市長　百　瀬　　　敬

２(1) 許可番号

　　　令和４年12月６日　長野県松本建設事務所指令４松建第438－１号

　(2) 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　　塩尻市大字塩尻町字一本木355－４

　(3) 開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　　長野市上高田992－３

　　　　パナソニックホームズ信州株式会社　代表取締役　森　川　　　一

都市・まちづくり課

公告

　平成７年２月13日付け公告（白馬長野有料道路の料金の額等について）、平成７年３月13日付け公告（志賀中野有料道路

の料金の額等について）及び平成８年12月19日付け公告（新長野大橋有料道路の料金の額等について）中１の備考の２を次

のように改正し、令和５年３月27日から施行します。

　　令和５年３月６日

 長野県道路公社理事長　関　　　昇一郎

２　障害者割引については、以下のとおりとする。

　(1) 割引を適用する自動車

　　 　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項の規定により交付されている身体障害者手帳又は療育手帳制度要綱（昭

和48年９月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」別紙）の定めるところにより交付されている療育

手帳（以下「手帳」という。）に、社会福祉法（昭和26年法律第45号）第14条に基づく福祉に関する事務所（市町村及び特別区が

設置したものに限る。）若しくは当該事務所を設置していない町村又は長野県道路公社及び他の有料道路事業者が共同で設ける申

込窓口において、以下のア又はイの要件を満たすものとして、長野県道路公社が別に定めるところにより事前に自動車登録番号

又は車両番号等必要事項の記載の手続きがなされた自動車

　　ア 　手帳の交付を受けている者が、手帳を携行して自ら運転する自動車のうち日常生活の用に供され、本人又はその親族等が所

有する自動車（営業用の自動車を除く。）で、長野県道路公社が別に定めるもの

　　イ 　手帳の交付を受けている者のうち、重度の障害を持つ者として身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表

第５号に定める障害の等級又は「療育手帳制度の実施について（昭和48年９月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知）」の

第三に定める障害の程度に基づき長野県道路公社が別に定める者（以下「重度障害者」という。）が手帳を携行して乗車し、そ

の移動のために本人以外の者が運転する自動車のうち日常生活の用に供され、当該重度障害者又はその親族等が所有する（こ

れらの者がこれらの自動車を所有していない場合にあっては、当該重度障害者を継続して日常的に介護している者が所有する）

自動車（営業用の自動車を除く。）で、長野県道路公社が別に定めるもの

　　 　また、上記ア又はイの要件を満たす自動車以外の自動車であっても、長野県道路公社が別に定めるものについては、長野県道

路公社が別に定めるところにより本割引を適用するものとする。

　(2) 割引率

　　　割引率は５割以下とする。
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道路建設課

　(3) 実施期日

　　　令和５年３月27日


